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研究要旨 
健康日本21（第二次）では、2022年までに喫煙率を12％にまで下げるという目標が掲げられた。しか

し、実際の喫煙率や諸外国の喫煙率目標との比較において、この数値には大きな乖離が認められる。  
本研究では当該目標が「現在、禁煙を希望している喫煙者がすべて禁煙すれば達成可能」という前提に

基づいて設定されている点に着目した。過去に禁煙を希望した、あるいは禁煙を試みた喫煙者も対象に含

めて分析を行い、全喫煙者の中で潜在的な禁煙希望者の割合を推定した。あわせて、禁煙意向の決定要因

として、1日の喫煙本数および使用しているタバコ製品の種類を検討した。  
その結果、現在喫煙者のうち76.6％が「潜在的な禁煙希望者」と定義できることが明らかとなった。こ

の割合をもとに喫煙率目標を再計算すると、目標値は12％ではなく3.9％となり、現行の目標値を大きく

下回る。これらの結果は、日本の喫煙率目標の設定手法に見直しの必要があることを示唆している。 さ
らに、本研究では加熱式タバコの使用が禁煙意向を弱める可能性も示唆された。この知見は日本国内の政

策にとどまらず、他国の喫煙率目標の設定や加熱式タバコに関する規制方針における参考資料となるも

のである。 
 
A．研究目的 
 各国政府は喫煙率低下に向けたタバコ規制政策

を推進しており、「喫煙率目標」の設定もその一環

である。米国の健康施策“Healthy People 2030”で
は、2030 年までに成人喫煙率 6.1％（紙巻きタバ

コ、年齢調整）への低下を掲げている。一方、日

本政府が「健康日本 21（第二次）」で定めた喫煙

率目標値は 2022 年までに 12％である。2019 年

時点の両国の喫煙率は、米国 14.2％、日本 16.7％
と僅差であった。日本の現行目標値（12％）は 2012
年に策定されたが、その根拠は「今すぐ禁煙した

いと考える喫煙者だけが実際に禁煙できた場合、

喫煙率は 12％になる」という前提に基づいていた。

具体的には、2010 年国民健康・栄養調査において

成人喫煙者（当時の喫煙率 19.5％）に対し、「①

今すぐやめたい」「②本数を減らしたい」「③わか

らない」「④やめたくない」の選択肢で意向を質問

し、①に該当した喫煙者が 37.6％であったことか

ら、19.5％の 37.6％減＝約 12％と算出された。 つ
まり、日本のタバコ対策では「今すぐやめたい」

と回答した約37.6％の喫煙者層のみがやめること

を前提として喫煙率目標が設定されてきたことに

なる。しかし、米国の調査では 68％もの喫煙者が

禁煙を望んでいるとの報告もあり[1, 2]、禁煙意向

の捉え方は国によって異なる。日本の喫煙率目標

は、自発的に禁煙意向を表明する層のみに基づく

狭い定義で設定されており、喫煙に関する様々な

データ分析や政策評価など総合的に喫煙率目標値

が設定されている国が多くあるなか、国際的に見

ても不十分な目標水準となっている可能性がある。 
本研究の目的は、日本の喫煙率目標の設定根拠

となっている禁煙意向の定義を捉えなおし喫煙者
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の禁煙意向を捉え直すことである。具体的には、

過去に禁煙を希望した経験のある者も含めて「禁

煙意向あり」と再定義し、全喫煙者の中で潜在的

な禁煙希望者の割合を推定する。また、タバコ使

用製品の種類および喫煙本数による禁煙意向の関

連性を明らかにすることを目的とする。 
 

B．研究方法 
本研究は全国規模のインターネット調査である

「The Japan ‘Society and New Tobacco Inter
net Survey (JASTIS)’」の2021年調査データを用

いた横断研究である。JASTIS調査の詳細について

は過去論文で報告している[3]。今回、回答者のう

ち20～80歳の人を対象に分析を行った。 
■喫煙者の定義 
紙巻きタバコまたは加熱式タバコを調査時から

さかのぼって一か月以内に一度でも吸ったことの

ある人を喫煙者と定義し、分析対象とした（N=5,
072）。 

■タバコ使用製品種別 
喫煙者は吸っているタバコの種類に基づき、紙

巻きタバコのみの喫煙者・加熱式タバコのみの喫

煙者・併用喫煙者の３種類に区分した。 
■関連因子 
 性別、年齢群、等価世帯収入四分位、自己評価

健康度、婚姻状況、同居喫煙者の有無を関連因子

として評価した。 
■ 統計解析手法 

 禁煙意向の規定要因を明らかにするため、「①今

すぐ禁煙したい」に区分される喫煙者か否か、お

よび「②禁煙意向（現在・過去含む）あり」に区

分される喫煙者か否かを目的変数とし、各交絡因

子で調整のうえ、1日あたりの喫煙本数および喫煙

者の吸うタバコ製品の種類との関連を、多変量調

整ポアソン回帰モデルを用いて検討した。 
■倫理的配慮 
本研究は、大阪国際がんセンターの研究倫理委

員会（承認番号：1412175183）および国立保健医

療科学院（NIPH-IBRA#12112）の承認を受けた。 
 

C．研究結果 
■ 喫煙本数と禁煙意向の関連性 

 日常的な喫煙本数と禁煙意向の関係を検討した

結果、喫煙本数が多いほど「今すぐ禁煙したい」と

考える喫煙者の割合が低いことが明らかとなった

（表2）。1日1～10本の喫煙者に対し、1日11～20
本の喫煙者では「今すぐ禁煙したい」と回答した

割合が有意に低く（調整オッズ比 [adjusted odds
 ratio, aOR] = 0.87、95％信頼区間 [95% confi
dence interval, 95%CI]：0.82–0.93）、1日20本を

超える喫煙者ではさらに低下していた（aOR=0.7
9, 95%CI: 0.71–0.87）。同様に、1日20本超の喫煙

者は1日1～10本の喫煙者と比較して、有意に禁煙

意向（現在・過去含む）が低かった（aOR=0.93, 
95%CI: 0.88–0.98）。以上より、喫煙本数と禁煙意

向には逆相関が認められ、喫煙量の多い者ほど禁

煙意向が弱いことが示唆された。 
 
■ 製品別の禁煙意向 

 使用しているタバコ製品の種類による禁煙意向

の違いを検討した結果、紙巻きタバコのみの喫煙

者に比べ、加熱式タバコのみの喫煙者および併用

喫煙者では「今すぐ禁煙したい」と考える割合が

有意に低かった（aOR=0.88, 95%CI: 0.81–0.96；
aOR=0.84, 95%CI: 0.77–0.91）。一方で、現在ま

たは過去に禁煙意向を有する割合は紙巻きタバコ

のみの喫煙者に比べ加熱式タバコのみの喫煙者お

よび併用喫煙者で有意に高かった（aOR=1.09, 9
5%CI: 1.04–1.14；aOR=1.07, 95%CI: 1.03–1.1
2）。すなわち、加熱式タバコ使用者は紙巻きタバ

コのみの喫煙者に比べ、禁煙したいと思ったこと

のある者の割合は高いものの、「今すぐ禁煙したい」

という意向を持つ者の割合は相対的に低い傾向が

示された。 
 
D．考察 
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本研究は、日本の喫煙率目標値の設定根拠を再

検証したものである。 
 現行の目標値12％は、「今すぐ禁煙したい」と考

える喫煙者（37.6％）のみに着目して算出されて

おり、国際的な目標値と比較しても相対的に高い

水準にとどまっている（図1）。仮に本研究で再定

義した「禁煙意向あり（現在・過去含む）」の喫煙

者（76.6％）がすべて禁煙したと仮定すると、理論

上の喫煙率は約3.9％となる。これは国際的な水準

に近く、今後の日本における目標設定において重

要な指標となりうる。一方、禁煙意向を如何なる

形で測定・判断したとしても、喫煙率目標をその

意向に基づいて設定するという考え方自体に限界

がある。喫煙率目標は単なる数値にとどまらず、

政府がどのような喫煙者を政策対象とし、どの程

度の支援や介入を正当とみなすかという、健康政

策上の基本姿勢を反映している面もあると考えら

れる。現行の目標設定はタバコ対策の対象を「禁

煙意向を明示した喫煙者」に限定するものだとも

捉えられる可能性があり、それ以外の層への介入

を後回しにされてしまう懸念がある。本研究では、

喫煙本数が多い人ほど「今すぐ禁煙したい」と考

える割合が低いことも明らかになった。喫煙本数

が多い人ほどニコチン依存の程度が強いため、こ

のような結果になったと考えられた。これらの結

果を踏まえると、現在の「禁煙したい者が禁煙す

ることを目標にすること」が継続されると、今後

とも健康へのリスクが高いヘビースモーカーが支

援の対象から取り残されるおそれがあることが示

唆される。今後は、目標値の見直しとともに、その

背後にある政策理念の再評価が求められる。また、

加熱式タバコの使用者は紙巻きタバコのみの使用

者と比べ、「禁煙したいと思ったことがある人」は

多い一方で、「今すぐやめたい」と考えている人の

割合は少ないことが明らかとなった。加熱式タバ

コ使用者は紙巻きタバコから加熱式タバコに替え

たことを禁煙したと捉えたり、加熱式タバコと紙

巻タバコの併用使用者はむしろ禁煙しにくくなっ

ていたりするため、加熱式タバコの継続使用が禁

煙意識を鈍化させる可能性もあり、今後は加熱式

タバコに対するより厳格な規制の導入と、その健

康影響に関する正確な情報提供が求められる。 
 
E．結論 
現行の「健康日本21（第三次）」における喫煙率

目標値12％は、国際的な水準に照らしても、より

低い目標値への見直しが必要かもしれない。具体

的には、禁煙意向の定義を拡大して再算出した理

論値である約3.9％を一つの参考指標としつつ、将

来的には喫煙率5％未満を目指す目標設定が検討

されるべきだと考える。 
 

F．健康危険情報 
なし 
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表 1. 研究対象者の基本属性（喫煙者,N=5,072） 

属性 全体 (人,%) ①現在強い

意向 (人,%) 

②現在中

程度意向 
(人,%) 

③現在弱い

意向 (人,%) 
④過去強い

意向 (人,%) 
⑤過去弱い

意向 (人,%) 
⑥意向なし 

(人,%) P 値 a 

 No.(% b) No.(% b) No.(% b) No.(% b) No.(% b) No.(% b) No.(% b)  

総喫煙者数 5072 (100) 424 (8.4) 411 (8.1) 1224 (24.1) 1370 (27.0) 455 (9.0) 1188 (23.4) – 
使用製品種別        <0.0001 

 紙巻きタバコの

みの喫煙者 (%) 2790 (55.0) 229 (54.0) 231 (56.2) 703 (57.4) 596 (43.5) 293 (64.4) 738 (62.0)  

 加熱式タバコの

みの喫煙者 (%) 932 (18.4) 82 (19.3) 85 (20.7) 249 (20.3) 277 (20.2) 62 (13.6) 177 (14.9)  

 併用喫煙者 (%) 1350 (26.6) 113 (26.7) 95 (23.1) 272 (22.2) 497 (36.3) 100 (22.0) 273 (23.0)  
1 日あたりの喫煙

本数 
       <0.0001 

 0～10 本 2616 (51.6) 289 (68.2) 232 (56.4) 602 (49.2) 631 (46.1) 270 (59.3) 592 (49.8)  
 11～20 本 1752 (34.5) 103 (24.3) 136 (33.0) 471 (38.5) 493 (36.0) 129 (28.4) 420 (35.4)  
 20 本超 704 (13.9) 32 (7.5) 43 (10.5) 151 (12.3) 246 (18.0) 56 (12.3) 176 (14.8)  

性別        0.007763 
 男性 3646 (71.9) 303 (71.5) 272 (66.2) 874 (71.4) 998 (72.8) 310 (68.1) 889 (74.8)  
 女性 1426 (28.1) 121 (28.5) 139 (33.8) 350 (28.6) 372 (27.2) 145 (31.9) 299 (25.2)  

年齢群（歳）        <0.0001 
 20～29 歳 480 (9.5) 84 (19.8) 46 (11.2) 62 (5.1) 125 (9.1) 48 (10.5) 115 (9.7)  
 30～39 歳 697 (13.7) 65 (15.3) 60 (14.6) 136 (11.1) 205 (15.0) 71 (15.6) 160 (13.5)  
 40～49 歳 1280 (25.2) 110 (25.9) 92 (22.4) 291 (23.8) 367 (26.8) 116 (25.5) 304 (25.6)  
 50～59 歳 1187 (23.4) 85 (20.0) 95 (23.1) 309 (25.2) 307 (22.4) 93 (20.4) 298 (25.1)  
 60～69 歳 925 (18.2) 56 (13.2) 75 (18.2) 293 (23.9) 231 (16.9) 61 (13.4) 209 (17.6)  
 70 歳超 503 (9.9) 24 (5.7) 43 (10.5) 133 (10.9) 135 (9.9) 66 (14.5) 102 (8.6)  

等価世帯収入        0.08978 
 第 1 四分位

（低） 1358 (26.8) 118 (27.8) 98 (23.8) 332 (27.1) 367 (26.8) 124 (27.2) 319 (26.9)  

 第 2 四分位 1047 (20.6) 86 (20.3) 92 (22.4) 249 (20.3) 300 (21.9) 98 (21.5) 222 (18.7)  
 第 3 四分位 1003 (19.8) 92 (21.7) 84 (20.4) 230 (18.8) 286 (20.9) 85 (18.7) 226 (19.0)  
 第 4 四分位

（高） 904 (17.8) 66 (15.6) 61 (14.8) 208 (17.0) 250 (18.2) 82 (18.0) 237 (19.9)  

 無回答/不明 760 (15.0) 62 (14.6) 76 (18.5) 205 (16.7) 167 (12.2) 66 (14.5) 184 (15.5)  
自己評価健康度        <0.0001 

 良い 2869 (56.6) 197 (46.5) 206 (50.1) 683 (55.8) 765 (55.8) 293 (64.4) 725 (61.0)  
 普通 1507 (29.7) 131 (30.9) 141 (34.3) 373 (30.5) 390 (28.5) 116 (25.5) 356 (30.0)  
 悪い 696 (13.7) 96 (22.6) 64 (15.6) 168 (13.7) 215 (15.7) 46 (10.1) 107 (9.0)  

婚姻状況        <0.0001 
 有配偶 3172(62.5) 258 (60.8) 271 (65.9) 778 (63.6) 900 (65.7) 282 (62.0) 683 (57.5)  
 未婚 1348(26.6) 134 (31.6) 101 (24.6) 297 (24.3) 305 (22.3) 122 (26.8) 389 (32.7)  

 死別/離別 552(10.9) 32 (7.5) 39 (9.5) 149 (12.2) 165 (12.0) 51 (11.2) 116 (9.8)  
同居喫煙者の有無        0.02747 

 なし 3765(74.2) 312 (73.6) 288 (70.1) 899 (73.4) 999 (72.9) 352 (77.4) 915 (77.2)  
 あり 1307(25.8) 112 (26.4) 123 (29.9) 325 (26.6) 371 (27.1) 103 (22.6) 273 (22.8)  

a 各群間の割合の差に対する有意確率（カイ二乗検定による） 
b割合（%）は小数第二位で四捨五入 
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表２. 日常喫煙本数と禁煙意向に関する多変量解析結果（調整オッズ比） 

属性 総喫煙者数 ①今すぐ禁煙したい ②禁煙意向あり（現在・過去含む） 

 No.(%) No.(%) 
調整オッズ比 

(95%信頼区間) b 
P値 a No.(%) 

調整オッズ比 

(95%信頼区間) b 
P値 a 

総喫煙者数 5072 2059 (40.6) NA  3884 (76.6) NA  

使用製品種別    <0.0001   <0.0001 

紙巻きタバコの

  

2790 (55.0) 1163 (56.5) 1.0(reference)  2052 (52.8) 1.0(reference)  

加熱式タバコの

  

932 (18.4) 416 (20.2) 0.88(0.81-0.96)  755 (19.4) 1.09(1.04-1.14)  

 併用喫煙者 

 

1350 (26.6) 480 (23.3) 0.84(0.77-0.91)  

 
 

1077 (27.7) 1.07(1.03-1.12)  

1 日あたりの喫煙本

 

   <0.0001   0.3348 

 0～10 本 2616 (51.6) 1123 (54.5) 1.0(reference)  2024 (52.1) 1.0(reference)  

 11～20 本 1752 (34.5) 710 (34.5) 0.87(0.82-0.93)  1332 (34.3) 0.98(0.94-1.01)  

 20 本超 704 (13.9) 226 (11.0) 0.79(0.71-0.87)  528 (13.6) 0.93(0.88-0.98)  

性別    0.05156   0.01093 

 男性  3646 (71.9) 1449 (70.4) 1.0(reference)  2757 (71.0) 1.0(reference)  

 女性 1426 (28.1) 610 (29.6) 1.13(1.05-1.21)  1127 (29.0) 1.06(1.02-1.11)  

年齢群（歳）    0.006571   0.3875 

 20～29 歳 480 (9.5) 192 (9.3) 1.0(reference)  365 (9.4) 1.0(reference)  

 30～39 歳 697 (13.7) 261 (12.7) 0.89(0.78-1.02)  537 (13.8) 0.99(0.92-1.07)  

 40～49 歳 1280 (25.2) 493 (23.9) 0.81(0.71-0.91)  976 (25.1) 0.97(0.91-1.04)  

 50～59 歳 1187 (23.4) 489 (23.7) 0.83(0.73-0.94)  889 (22.9) 0.95(0.88-1.02)  

 60～69 歳 925 (18.2) 424 (20.6) 0.93(0.81-1.06)  716 (18.4) 0.98(0.91-1.06)  

 70 歳超 503 (9.9) 200 (9.7) 0.90(0.77-1.05)  401 (10.3) 1.01(0.92-1.10)  

等価世帯収入    0.02409   0.1109 

第 1 四分位

 

1358 (26.8) 548 (26.6) 1.0(reference)  1039 (26.8) 1.0(reference)  

 第 2 四分位 1047 (20.6) 427 (20.7) 1.07(0.98-1.18)  825 (21.2) 1.04(0.99-1.09)  

 第 3 四分位 1003 (19.8) 406 (19.7) 1.07(0.97-1.18)  777 (20.0) 1.0(0.95-1.05)  

第 4 四分位

 

904 (17.8) 335 (16.3) 1.02(0.92-1.13)  667 (17.2) 0.96(0.91-1.02)  

 無回答/不明 760 (15.0) 343 (16.7) 1.09(0.99-1.20)  576 (14.8) 1.01(0.96-1.07)  

自己評価健康度    <0.0001   <0.0001 

 良い 2869 (56.6) 1086 (52.7) 1.0(reference)  2144 (55.2) 1.0(reference)  

 普通 1507 (29.7) 645(31.3) 1.07(0.997-1.15)  1151 (29.6) 1.05(1.01-1.09)  

 悪い 696 (13.7) 328(15.9) 1.24(1.13-1.35)  589 (15.2) 1.17(1.11-1.23)  

婚姻状況    0.5152   <0.0001 

 有配偶 3172 (62.5) 1307 (63.5) 1.0(reference)  2489 (64.1) 1.0(reference)  

 未婚 1348 (26.6) 532(25.8) 0.88(0.81-0.95)  959 (24.7) 0.89(0.85-0.93)  

 死別/離別 552 (10.9) 220(10.7) 0.89(0.80-0.98)  436 (11.2) 0.97(0.92-1.03)  

同居喫煙者の有

 

   0.05869   0.01336 

 なし 3765 (74.2) 1499 (72.8) 1.0(reference)  2850 (73.4) 1.0(reference)  

 あり 1307 (25.8) 560 (27.2) 0.97(0.90-1.04)  1034 (26.6) 1.01(0.97-1.05)  

本表では p<0.05の項目を太字で示す。 

a. 各群間の割合の差に対する有意確率（カイ二乗検定による） 

b.調整オッズ比は表中のすべての変数を同時に調整した後のオッズ比（95%信頼区間） 
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図 1 各国の喫煙率と目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	本研究では、改正健康増進法全面施行後の飲食店での受動喫煙防止対策の実施状況を評価し、コンプライアンス向上のための課題抽出を行うため、１）～３）を実施した。
	１）飲食店民間データベース調査では、2024年5月、9月、12月の3時点で調査を行い、都道府県別の禁煙店舗割合を算出した。改正健康増進法全面施行前と比べて、禁煙飲食店割合の都道府県間格差は縮小したことが確認された。
	２）飲食店経営者への郵送調査を実施した。喫煙可能飲食店において、20歳未満の来客時に区画に寄らず案内する店舗があること、店舗外の喫煙ルール標示が3割以上で実施されていないことから、改正健康増進法の順守が十分に徹底されていないことが明らかとなった。
	３）自治体における飲食店等の受動喫煙防止対策の促進の取組状況の調査を実施した。受動喫煙防止対策の促進に有効な可能性があることを昨年度報告した飲食店営業許可申請時の情報提供や喫煙ルール確認などはあまり実施されていないことが確認された。
	１）飲食店民間データベース調査
	2024年5月、9月、12月に飲食店民間データベースより抽出された店舗数はそれぞれ858,190店舗、858,417店舗、862,592店舗であった。
	都道府県別の禁煙店舗割合は、表1に示した通りであった。禁煙店舗割合の高い都道府県は滋賀県72.1%（+32.5ポイント）、島根県71.8%（+29.7ポイント）、愛知県71.5%（+26.7ポイント）、長野県71.4%（+22.9ポイント）、三重県70.9%（+27.8ポイント）であり、禁煙店舗割合が低い都道府県は大阪府54.4%（+27.2ポイント）、高知県56.6%（+30.2ポイント）、長崎県57.9%（+25.4ポイント）、兵庫県60.2%（+24.7ポイント）、岩手県60.3%（+22....
	２）飲食店における受動喫煙防止対策実施状況調査
	飲食店の客席面積はいずれの業態でも100m2以下の店舗が90%以上であった（表２－１）。禁煙飲食店の割合は居酒屋・ビアホールで55.3%、バー・キャバレー・ナイトクラブ・スナックで35.4%、喫茶店で83.8%、それ以外の食堂・レストラン等で88.8%であった。各業態内における法令順守していない可能性のある店舗の割合は5%未満であった。喫煙可能店舗における業態別の喫煙環境については表２－２に示した通りであった。20歳未満の来客を区画によらず案内する店舗は5.8%～44.7%と業態による差が大きかった。
	喫煙目的施設に該当すると回答した店舗は12.0%～35.8%であった。喫煙ルールを店舗外に表示している店舗は25.2%～62.3%と業態による差が大きかった。75％以上の店舗で5年以内に禁煙化、喫煙専用室設置の予定がなかった。
	経営主体別の集計では、大企業、中小企業、個人事業主の順に客席面積が小さい店舗が多く、禁煙店舗の割合も少なかった（表２－３）。各経営主体内に占める法令順守していない可能性のある店舗の割合は2%未満であった。喫煙可能店舗における経営主体別の喫煙環境については表２－４に示した通りであった。大企業ではすべてで喫煙専用室を設置しているが、中小企業、個人事業主では喫煙可能室の割合が大きかった。20歳未満の来客を区画によらず案内する店舗は個人事業主で23.9%、中小企業で18.7%、大企業で57.1%であった。...
	３）自治体における飲食店の受動喫煙防止対策促進の取り組み状況調査
	2019年度衛生行政報告例において、報告されている飲食店営業許可施設数（一般食堂・レストラン等、自動販売機を除く喫茶店）は770,550店舗であった（表３－１）。喫煙可能室設置届出数は2019年度以前が最も多く66,737店舗であり、2020年度も51,704店舗であったが、以降は大きく減少していた。喫煙可能室設置届出の要件確認として、客席面積を確認していたのは都道府県平均で35.2%、資本金を確認していたのは都道府県平均で24.4%であった。
	喫煙目的施設は72.3%で把握していなかった（表３－２）。指導上の課題として、定義が曖昧であること、違法状態の確認ができないことが多かった。喫煙目的施設への指導に必要な情報として、たばこ販売許可、提供サービス、食事の提供内容の順に多かった。飲食店営業許可申請時の取組状況が実施されていない割合は、喫煙ルールの確認は71.9%、情報提供は54.2%、現況確認時の各種確認は84.7%であった（表３－３）。飲食店の見回りは81.0%で一度も実施されていなかった（表３－４）。飲食店の受動喫煙防止対策に関して...
	飲食店以外の第二種施設に対して、住民からの苦情・相談が多いのは、事務所・工場が最も多く、続いて娯楽施設が多かった（表３－５）。第一種施設に対する住民からの苦情・相談では、行政機関の庁舎が最も多く、病院・診療所が次に多かった（表３－６）。
	受動喫煙防止対策の現在の周知状況として、保健所内でのポスター掲示が最も多く、都道府県庁舎・市庁舎内でのポスター掲示、飲食店へのリーフレット等の配布、都道府県ホームページでの掲載が続いた（表３－７）。その他として、飲食店関係者の講習会や会報での周知が多かった。
	１）飲食店民間データベース調査
	改正健康増進法全面施行による変化に都道府県間での差があることが認められたが、全体としては都道府県間の格差縮小につながっていると考えられる。しかし、依然として地域間格差が大きいことから、モニタリングを継続するとともに、地域差を縮小するための取組が必要である。
	飲食店における受動喫煙防止対策のさらなる推進のために、自治体によるその促進の取組状況と飲食店禁煙化の進捗状況を組み合わせて集計することにより、飲食店における受動喫煙防止対策を促進する効果的な施策を明らかにすることが必要である。
	２）飲食店における受動喫煙防止対策実施状況調査
	喫煙可能飲食店において、20歳未満の来客時に区画によらず案内する店舗が食堂・レストラン、喫茶店においても約4割であること、店舗外の喫煙ルール標示が３～６割であることから、改正健康増進法の順守が十分に徹底されていないことが明らかとなった。また、一般に主として主食を提供すると推測される飲食店などにおいて、喫煙目的施設に該当すると回答している店舗が１～２割あることから、改正健康増進法を正しく理解していない、もしくは、理解した上で違反している可能性がある。
	改正健康増進法の順守を促進するために有効な取り組みを検討し、その実施による効果の評価を行うことでより一層の法令順守を促していくことが必要である。
	３）自治体における飲食店の受動喫煙防止対策促進の取り組み状況調査
	喫煙可能室設置の新規届け出数は2024年度までで132,607件であり、飲食店経営者への郵送調査から約6割の店舗が届出を行っているとすると、約22万件が喫煙可能室を設置している可能性がある。既存特定飲食提供施設の上限値と考えられる2019年度末時点の飲食店営業許可施設数の3割弱に相当する。2022年度喫煙環境に関する実態調査（統計表　第１－２表　施設種・喫煙環境別事業所割合）において、推定喫煙可能室設置施設［屋内の喫煙環境（火をつけて喫煙するたばこ、加熱式たばこ）の左記以外＋不明］の割合が居酒屋・...
	自治体において喫煙目的施設を把握する枠組みはないことから、予想通り、喫煙目的施設を系統的には把握されていない一方、指導の対象となることがあるが、その定義の曖昧さや夜間営業が多いことから、指導の困難さがあることが明らかとなった。厚生労働科学研究費補助金循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業「受動喫煙防止等のたばこ対策の政策評価に関する研究」2022年度報告書「改正健康増進法施行後も残された受動喫煙対策の課題（続）」において、通常主食と認められるうどんや寿司を提供し、喫煙目的施設を自称する居酒...
	一方、飲食店営業許可申請時に、受動喫煙防止対策の促進の取組は十分に行われていない実態も明らかとなった。飲食店経営者への郵送調査から改正健康増進法への理解が不十分である可能性が示されており、また、保健所における情報提供や喫煙ルールの確認が法令順守を促す可能性を昨年度の報告書で報告した。これらから、飲食店営業許可申請時はすべての飲食店が行う手続きであり、その機会を有効に活用することが重要である。
	自治体による飲食店の受動喫煙防止対策の促進の取組状況と地域レベルでの禁煙飲食店割合を比較し、有効な可能性のある取り組みを明らかにすることが必要である。
	本研究により、飲食店民間データベースの評価から、改正健康増進法により禁煙飲食店割合の都道府県格差の縮小が確認された。一方、飲食店経営者への郵送調査から、改正健康増進法への理解が不十分である可能性がある。自治体における受動喫煙防止対策の促進の取組状況を踏まえて、飲食店における受動喫煙防止対策の促進のための一層の取組が必要である。
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